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第１部　地方公共団体等との連携による地域に密着した行政の展開

　東京労働局は、行政ニーズに即応した労働行政を展開するために、東京都及び管内の区市町村並びに
関係団体等との連携を密にしつつ、地域経済情勢や主要産業・企業の動向等を逐次、綿密に把握し、そ
の分析の上に立った各施策の計画的な実施に努めています。
　外部の有識者からご意見を伺う審議会や、東京都、管内の区市町村及び関係団体との間で意見交換を
行う各種会議を通じて、地域の実情に合った機動的かつ効果的な労働施策を実施しています。
　また、労働基準監督署・ハローワークにおいては、管轄の基礎自治体と緊密な連携を保ち、地域のニー
ズに即応した行政展開に努めています。

〈東京地方労働審議会〉

　所管法令の施行に関する重要事項等につ
いて、有識者により調査・審議を行ってい
ます。

〈東京地方最低賃金審議会〉

　最低賃金法に基づき、東京都における地
域別最低賃金、特定最低賃金について、有
識者により調査・審議を行っています。

〈東京都雇用対策協定
 運営協議会〉

　平成 27 年 2 月 10 日に厚生
労働大臣と東京都知事との間
で締結した雇用対策協定に基
づく実施事項について、進め方
や進捗状況等を協議する会議
です。実施事項は雇用就業分
野、福祉医療分野及び教育分野
等、多岐にわたります。

〈一体的実施事業〉

　地方公共団体の提案に基づ
き、国（ハローワーク）が行
う無料職業紹介等と地方公共
団体が行う相談業務等を一体
的に実施するものです。地域
ごとに、地方公共団体主導で、
ハローワークと一体になって
様々な取組を行っています。

〈地域雇用問題
 連絡会議〉

　労働局の雇用対策及びハロー
ワークの事業等について、基礎
自治体の理解を得るとともに、
各地域における労働行政に対す
るニーズを把握し、地方公共団
体と連携しつつ実施する各種事
業等を通して行政サービスの向
上を図る会議です。

〈東京労働懇談会〉
　労働行政の推進に当たって、東京労働局と東京都が地域の労使団
体、金融機関、関係団体から広く意見を聞き、地域の実情に即した
総合的な労働施策の展開を図るために設置している会議です。
　地域に応じた働き方改革を進め、若者や非正規労働者等の労働環
境や処遇の改善等に向けた機運が高まるよう、様々な労働問題に関
して意見交換等を行っています。

労働者団体

使用者団体

東
京
都

東
京
労
働
局

金融機関

関係団体

※�「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第 10条の 3に基

づく協議会として位置付け

審議会

地方公共団体と連携して行う取組

地域の団体と協力して労働施策の展開を推進する会議
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１　育児・介護休業法の周知及び履行確保
　令和５年４月１日より施行された労働者数
1,000 人超の企業を対象とした男性の育児休業等
取得状況の公表の義務化について、着実な履行確
保を図るとともに、「産後パパ育休」（出生時育児
休業）を含め、育児・介護休業法に基づく両立支
援制度について労働者が円滑に利用できるよう周
知徹底を図ります。
　また、介護離職を予防するため介護休業制度の
周知を図ります。
　労働者の権利侵害が疑われる事案や育児休業の
取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案
を把握した場合には、事業主に対する報告徴収・
是正指導等を行います。

第２部　令和５年度の主な重点施策　
第１　女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進

　１　女性活躍の推進

　２　男性が育児休業を取得しやすい環境の整備

　少子化問題や子育て支援が課題となっている中で、「女性活躍の推進」「仕事と家庭の両立」「柔軟な働き
方の促進」などの施策をワンパッケージで推進し、男女ともに働きやすい雇用環境の整備を進めます。

　女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者
数 301 人以上の事業主に義務付けられた男女の賃
金の差異に係る情報公表等について着実に履行確
保を図ります。
　賃金の差異の要因分析や雇用管理改善の重要性
について啓発を進めるとともに、企業への個別支
援、「女性の活躍推進企業データーベース」の利用
促進を図ります。
　あわせて、女性活躍の基礎となる男女雇用機会
均等法の履行確保を徹底します。
　さらに、「えるぼし」、「プラチナえるぼし」の認
定取得を目指す企業に対して、「民間企業における
女性活躍促進事業」（厚生労働省委託事業）の「女
性活躍推進アドバイザー」によるコンサルティン
グや事業主への説明会の活用等を促し、女性活躍
の更なる取組を推進します。

東京労働局YouTube 公式チャンネル

【女性の活躍推進企業データベース�】

《東京労働局管内の認定状況》
えるぼし認定企業数　　1,090 件
プラチナえるぼし認定企業��15 件

（令和５年３月末時点）
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　３　雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等

２　 男女とも仕事と育児や介護を両立しやす
い環境の整備に向けた企業の取組支援

　男性の育児休業取得や仕事と介護の両立につい
て理解が進み、職場環境の整備が進むよう、各制
度の周知と併せ取組事例の紹介や両立支援等助成
金の支給を通じ、仕事と育児・介護との両立を図
りやすい職場環境の整備に取り組む事業主を支援
します。
 
３　次世代育成支援対策の推進
　次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業
主行動計画」の策定・届出義務のある常用労働者
数 101 人以上の事業主に対し、届出の徹底を図り
ます。
　さらに、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「ト
ライくるみん」及び「くるみんプラス」の認定基
準の周知及び取得を促進します。
　また、不妊治療を受けやすい職場環境を整備す
るため、休暇制度の導入等を事業主に働きかけま
す。

１ 　 パートタイム・有期雇用労働法及び派
遣法に基づく報告徴収、指導監督等

　パートタイム・有期雇用労働法、派遣法に基づ
く報告徴収、指導監督等を実施し、着実な履行確
保を図ります。
　あわせて、同一労働同一賃金等に取り組む企業
の好事例等について、「多様な働き方の実現応援サ
イト」等を通じて、事業主等に対して周知等を図
ります。
　非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促
進するため、正社員化や処遇改善を行う事業主に
対する助成金（キャリアアップ助成金）の活用を
促します。

２　無期転換ルールの円滑な運用
　無期転換ルールについて、モデル就業規則等を
活用し、引き続き事業主に向けた周知を行います。
また、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目
的での雇止め等を把握した場合は、啓発指導を行
います。

くるみん認定パンフレット くるみん認定リーフレット

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター�
「パゆうちゃん」�

無期転換ルールハンドブック モデル就業規則

プラチナくるみん認定
くるみん認定・トライくるみん認定

令和４年４⽉1⽇から
●トライくるみん認定、プラス認定がスタートしました︕

令和４年４⽉1⽇から
●くるみん、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されました︕
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「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境
を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が１０１人以上の
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労
働者への周知を行うことが義務とされています（１００人以下の企業は努力義務）。 

   また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企
業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。 

    令令和和４４年年４４月月１１日日かからら認認定定制制度度がが改改正正さされれままししたた。。改改正正ののポポイインントトはは以以下下ののととおおりりでですす。。  
                                           

○くくるるみみんんのの認認定定基基準準ととママーーククがが改改正正さされれままししたた。。  
 ①①男男性性のの育育児児休休業業等等のの取取得得にに関関すするる基基準準がが改改正正さされれままししたた。。                      
  男性の育児休業等取得率    ７７％以上  → 令和４年４月 1 日以降：１１００％以上 
  男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 
                         １１５５％以上 → 令和４年４月 1 日以降：２２００％以上 

  ②②認認定定基基準準にに、、男男女女のの育育児児休休業業等等取取得得率率等等をを厚厚生生労労働働省省ののウウェェブブササイイトト「「両両立立支支援援ののひひろろばば」」  
      （（hhttttppss::////rryyoouurriittssuu..mmhhllww..ggoo..jjpp//  p.3 参照））でで公公表表すするるこことと、、がが新新たたにに加加わわりりままししたた。。   

   認認定定にに関関すするる経経過過措措置置  
①令和４年４月１日から令和６年３月３１日の間の認定申請は、改正前の男性の育児休業

等の取得に関する水準でも基準を満たします。なお、この場合に付与されるマークは改
正前マークとなります。 

②令和４年３月３１日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業
等の取得に関する基準の算出にあたって、令和４年４月１日以降から計画期間の終期
までを「計画期間」とみなし算出することも可能とします。 
この場合に付与されるマークは改正後のマークとなります。 

 

   ○ププララチチナナくくるるみみんんのの特特例例認認定定基基準準がが改改正正さされれままししたた。。 
      ①①男男性性のの育育児児休休業業等等のの取取得得にに関関すするる基基準準がが改改正正さされれままししたた。。  

男性の育児休業等取得率   １１３３％以上 → 令和４年４月 1 日以降：３３００％以上 
男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 

                             ３３００％以上 → 令和４年４月 1 日以降：５５００％以上  

        ②②女女性性のの継継続続就就業業にに関関すするる基基準準がが改改正正さされれままししたた。。  
      出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の１歳時点在職者割合  
                   ５５５５％以上 → 令和４年４月 1 日以降：７７００％以上 

  特特例例認認定定にに関関すするる経経過過措措置置  
①令和４年４月１日から令和６年３月３１日の間の認定申請は、改正前の男性の育児休業等の取得に関する基準

や女性の継続就業に関する水準でも基準を満たします。 

②令和４年３月３１日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準 
や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和４年４月１日以降から計画期間の終期までを「計画期 
間」とみなし算出することも可能とします。 

特特例例認認定定のの取取消消にに関関すするる経経過過措措置置  
プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」にて公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ
項目で２年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前
事業年度が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの期間を含む場合は、新基準を満たしていなくても改
正前の基準を満たしていれば取消しの対象とはなりません。 

経経過過措措置置のの詳詳細細はは厚厚生生労労働働省省ホホーームムペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。  
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html    

 
 
   ○新新たたなな認認定定制制度度「「トトラライイくくるるみみんん」」がが創創設設さされれままししたた。。             

認定基準は、改正前のくるみんと同じです。※トライくるみん認定を受けていれば、 
くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。 

 
 
○新新たたにに不不妊妊治治療療とと仕仕事事ととのの両両立立にに関関すするる認認定定制制度度「「ププララスス」」がが創創設設さされれままししたた

（（詳詳細細はは pp..44 参参照照））。。  
                 

都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

ポポイインントト１１ 

         令令和和４４年年   

４４月月１１日日 

かからら 

くくるるみみんん認認定定､､ププララチチナナくくるるみみんん認認定定のの  
認認定定基基準準等等がが改改正正さされれままししたた！！  
新新ししいい認認定定制制度度ももススタターートトししままししたた！！ 

ポポイインントト 22 

ポポイインントト４４ 

ポポイインントト３３ トトラライイくくるるみみんんママーークク

新新ししいいくくるるみみんんママーークク  

～無期転換ルールの円滑な運用のために～

無期転換ルール
ハンドブック

事
例
の
紹
介

Ｑ
＆
Ａ

無
期
転
換
の
条
件

メ
リ
ッ
ト
と
意
義

導
入
の
手
順

「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」を

ご
存
知
で
す
か

支
援
策
の
紹
介

2019.5

《東京労働局管内の認定状況》
��くるみん認定企業数　1,384 件（うちプラス２件）
　プラチナくるみん認定企業　�233 件（うちプラス 5件）

（令和５年３月末時点）　
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　５　マザーズハローワーク等による就職支援

　４　柔軟な働き方ができる労働環境の整備

　子育てをしながら就職を希望する方を対象とし
たマザーズハローワーク（東京（渋谷）・日暮里・
立川）及び都内７か所のハローワークに設置する
マザーズコーナーにおいて、個々の求職者のニー
ズに応じた予約制・担当制によるきめ細かな就職
支援を行います。
　あわせて、オンラインを活用した就職支援サー
ビスを提供するとともに、NPO法人等、地域の子
育て支援拠点や関係機関と密接に連携してアウト
リーチ型の支援を行うほか、仕事と家庭の両立が
できる求人の確保等を行います。

１　テレワークの導入・定着促進
　「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイ
ドライン」の周知を図るとともに、「人材確保等支
援助成金（テレワークコース）」の案内を行います。
また、導入や ICT活用に向けての相談については、
テレワーク相談センターの紹介を行います。

２ 　 ワーク・ライフ・バランスの推進に向
けて

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の実現のため、労働時間や休日数、年次有給休暇
の取得状況など、労働者の健康と生活に配慮し、
多様な働き方に対応したものへ改善するため、「働
き方・休み方改善ポータルサイト」を周知し、企
業向け診断・好事例の活用を勧めていきます。
　また、「病気休暇」「ボランティア休暇」等の特
別休暇や「勤務間インターバル制度」（終業時刻か
ら次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間
を設けて生活時間や睡眠時間を確保するもの）に
ついても、「働き方改革推進支援助成金」の活用を
促します。

３　 東京働き方改革推進支援センターによ　　
るワンストップ支援サービスの提供

　中小企業・小規模事業者等が抱える長時間労働
の削減、同一労働同一賃金の実現等の対応や、生
産性の向上による賃金の引上げ、人手不足解消に
向けた人材確保・定着など、働き方改革に関する
様々な課題について、専門家による相談、コンサ
ルティング、セミナーの開催・講師派遣などのワ
ンストップ支援サービスを行っていきます。

講師派遣による中小企業向けセミナーの様子

東京マザーズハローワーク
ロゴマーク

マザーズハローワーク
相談風景

キッズコーナー
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第２　労働移動の円滑化とキャリアアップの促進

　１　人手不足分野への対応と若年者等支援

　コロナ禍における雇用維持を中心とした施策から、人手不足分野や成長分野への労働移動を通じたステッ
プアップを支援する施策へと軸足を移し、多様化する求人・求職者ニーズに応えるため、様々な観点からマッ
チングを促進する取組を行います。

１　 介護・運輸・警備等人手不足分野へ
の人材　確保支援

　医療（看護）・福祉（介護・保育）、建設、警備、
運輸等の雇用吸収力の高い分野のマッチング支援
を強化するため、都内７か所のハローワークに設
置する「人材確保・就職支援コーナー」を中心に、
求人者・求職者双方の状況を踏まえた支援及びオ
ンラインも活用した業界セミナーや施設見学・ツ
アー型面接会など、関係団体等と連携した人材確
保支援の充実を図ります。
　また、人手不足分野の求人充足を促進するため
に、SNS や「東京ハローワーク YouTube�公式
チャンネル」を積極的に活用し、求人企業の魅力
をハローワークの未利用者も含め広く伝わるよう
アピールします。特に、介護分野については、ハロー
ワークにおいて毎月 11�日から 17�日までを「東京
介護WEEK！」として集中的な支援に取り組みま
す。
　建設・運輸分野については、時間外労働の上限
規制の円滑な適用に向けて、労働基準監督署とハ
ローワークが連携して人材確保の支援に取り組み
ます。さらに、関係団体等との連携を一層強化し、
就職支援を継続的に行います。

２　 新規学卒者、フリーター、就職氷河
期世代への支援

（１）新規学卒者等への就職支援
　第二の就職氷河期世代をつくらないよう、大学
等卒業予定者については、卒業後３年以内の既卒
者を含め、新卒応援ハローワーク等において担当
者制によるきめ細かな個別支援を実施するほか、
就職活動開始前の学生等に対する早期の支援を行
います。
　また、高校・中学卒業予定者については、学校
と連携し早期の就職内定を確保するほか、未就職
卒業者についても、ハローワークによる支援を行
います。

（２）公正な採用選考システムの確立
　公正採用選考人権啓発推進員設置対象事業所に
対する選任勧奨の推進、計画的・継続的な研修機
会の提供、全国高等学校統一用紙等の適正な応募
書類の使用の徹底など、すべての応募者について
の公正な採用選考システムの確立に向けた事業主
に対する周知・啓発を推進します。　
　あわせて、同和問題や LGBT等の正しい理解に
関する周知・啓発を行います。
　また、東京都と連携し、不適正事案を発生させ
た事業所に対する迅速な事実確認・是正指導を厳
正に行います。

（３）フリーター等への就職支援
　フリーター等の早期再就職を支援するため、ハ
ローワークにおいて予約制・担当者制などにより、
求職者ニーズを詳細に把握し、応募求人の提案・
選定、履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接等、
求職者の個々の状況に応じた計画的な就職支援を
行います。
　特に、概ね 35歳未満で正社員就職を希望する求
職者を対象に、わかものハローワーク等に配置さ
れた就職支援ナビゲーターの担当者制による就職
プランの作成等の就労支援、就職活動に必要な各
種セミナーの開催、求職者のニーズ、能力等に応
じた個別求人開拓及び就職面接会の開催、就職後
の定着支援の実施など、きめ細かな個別支援を通
じて正社員就職を支援します。

わかものハローワーク相談風景 セミナー風景

5,464 5,676
6,068

6,463 6,430 6,290 6,163 6,074

5,169

4,606

99.1 99.1 

99.5 99.4 
99.6 99.7 99.7 

99.4 99.4 
99.6 

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成25年3月卒 平成26年3月卒 平成27年3月卒 平成28年3月卒 平成29年3月卒 平成30年3月卒 平成31年3月卒 令和2年3月卒 令和3年3月卒 令和4年3月卒

高卒者の就職内定率の推移

求職者数 就職内定率

東京労働局職業安定部「新規学校卒業者の求人・求職・就職状況報告」

(人) (％)
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　２　DXハローワークの推進

　３　多様なニーズに対応した就職支援

１　 求職者・求人者への来所によらない
サービスの提供

　求職者に対しては、ハローワークから求職者マ
イページを活用してオススメの求人情報の提供を
行い、電話やオンラインでの職業相談・職業紹介
を実施することで、求職者が来所せずに受けられ
るサービスの充実を図ります。また、就職支援セ
ミナーのオンライン配信、就職支援サービスのオ
ンライン対応、SNS・ホームページを活用した情
報発信の強化等により、求職者のニーズに応じて
柔軟に求職活動ができるよう、オンラインサービ
スの向上を図ります。

　求人者に対しては、求人申込み、応募者管理、
事業所画像登録、求職者へのメッセージ機能等ハ
ローワークインターネットサービスの求人者マイ
ページのオンライン機能を周知し、求人者サービ
スの向上を図ります。

２　雇用保険手続の電子申請
　雇用保険関係手続きをハローワークの窓口や郵
送により届け出している事業主に対し、雇用保険
電子申請アドバイザーと連携して、電子申請の利
用勧奨及びその利用に向けた支援を実施します。

１　高齢者の就労促進
（１） 70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整

備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への
支援

　70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を
図るため、事業主と接触する機会を捉えて、65歳
を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等に向
けた意識啓発・機運醸成を図ります。
　また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構において実施している65歳超雇用推進助成
金や70歳雇用推進プランナー等による提案型の相
談・援助が効果的な事業主には、同機構東京支部
と連携した支援を行います。

（４）就職氷河期世代への支援
　都内６か所のハローワークに設置する「ミドル
世代チャレンジコーナー」において専門担当者が、
個別の支援計画を作成し、キャリアコンサルティ
ング、生活設計面や職業訓練の相談、求人開拓、
就職後の定着支援などを計画的かつ総合的に行い
ます。
　また、官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に
取り組む「東京プラットフォーム」において、支
援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、就
職氷河期世代の雇入れや正社員化等の支援に取り
組むとともに、雇入れ等に係る好事例の収集・発
信を行います。

ミドル世代チャレンジコーナー

高齢者の雇用確保措置・就業確保措置の推移

高年齢者雇用状況等報告（毎年６月１日現在）より
（※平成30年～令和２年は従業員31人以上、令和３年度以降は従業員21人以上企業）
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（２） シニア応援コーナー（生涯現役支援窓口）等
におけるマッチング支援

　65 歳以上の再就職支援に重点的に取り組むた
め、都内全ハローワークに設置する「シニア応援
コーナー・シニアコーナー」において、高齢者の
ニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援
やチーム支援による効果的なマッチングを行いま
す。
　また、公益財団法人産業雇用安定センターが、
高年齢退職予定者のキャリア情報等を登録し、企
業に紹介する「高年齢退職予定者キャリア人材バ
ンク事業」の周知を図る等、効果的な連携を行い
ます。

２　障害者の就労促進
（１）多様な障害特性に対応した就労支援
　ハローワークに専門の担当者を配置するなど多
様な障害特性に対応した就労支援を推進します。
特に、発達障害等により就職活動に困難な課題を
抱える学生等に対して、新卒応援ハローワークに
おいて就職準備から就職・職場定着までの一貫し
た支援を行います。
　また、障害者の職業訓練については、東京都及
び地域の関係機関等と連携し、的確な障害者の職
業訓練の受講あっせんや訓練修了者に対する就職
支援を行います。

（２）企業に対する障害者の雇入れ支援等
　法定雇用率が令和６年４月から 2.5％、令和８
年７月から 2.7％に段階的に引き上げられる予定
です。このため企業に対して、障害者の業務の選
定等の雇入れ支援を積極的に行い、早期対応を促
進します。あわせて、特に障害者の雇用経験や雇
用ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等
に対して、ハローワークと地域の関係機関が連携
し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一
貫したチーム支援等を実施し、中小企業をはじめ
として、障害者の雇入れ支援等の一層の強化を図
ります。
　また、雇入れ支援に係るハローワークのコーディ
ネートをより適切かつ効果的に実施するため、障
害者就業・生活支援センターとの連携を図ります。
　さらに、令和５年４月１日に施行された改正障
害者雇用促進法の趣旨を踏まえ、事業主がキャリ
ア形成の支援を含む適正な雇用管理に一層取り組
むよう、雇用の質の向上に向けた事業主への助言・
指導を積極的に行います。

３　生活困窮者等に対する就労支援
　生活保護受給者や生活困窮者等の就労による自
立を促進するため、ハローワークにおいて、地方
公共団体との協定等に基づき、福祉事務所・自立
相談支援機関等への巡回相談や地方公共団体庁舎
内へのハローワーク常設窓口の設置等により、ハ
ローワークと地方公共団体が一体となって、早期
かつきめ細かな就労支援を実施します。

４　がん等の患者に対する支援
　がん等長期にわたる治療等が必要な求職者の就
職を支援するため、がん診療拠点病院と連携し、
出張相談やオンラインによる職業相談・職業紹介
を行います。

２９年 ３０年 １年 ２年 ３年 ４年

全企業 人以上

～ 人未満 ～ 人未満
（令和３年２月まで ～ 未満）

障害者の実雇用率の推移（企業規模別）障害者の実雇用率の推移（企業規模別）

遠隔手話サービスを利用した
相談風景

厚生労働省
精神・発達障害者しごとサポーター　

シンボルマーク

もにす認定式の様子

厚生労働省
障害者雇用中小事業主認定

もにすマーク
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　４　職業訓練とキャリアアップ支援

１　職業訓練の推進
　公的職業訓練を活用したキャリアアップにより、
円滑な労働移動が図れるよう、デジタル分野等の
成長分野・人手不足分野を重点とした地域の人材
ニーズを踏まえた訓練コースの設定を促進します。
　また、ハローワークの窓口において積極的に訓
練受講への働きかけを行い、職業訓練担当窓口で
のキャリアコンサルティングを通じ、再就職や転
職の可能性を高める適切な訓練コースをあっせん
します。
　主に雇用保険を受給できない方やフリーター等
に対しては、職業訓練受講給付金の支給や、求職
者支援制度の積極的な周知・広報に努めるととも
に、受講生には就職支援計画に基づき訓練受講中
から終了後に至るまで、個別担当者制を中心に一
貫した就職支援を実施します。

５　外国人に対する支援
（１） 外国人に対する相談支援の実施
　東京外国人雇用サービスセンター（対象：留学
生等）において、留学早期の意識啓発からマッチ
ング、就職後の定着に至るまで段階に応じた支援
を実施します。
　新宿外国人雇用支援・指導センター（対象：定
住外国人等）を中心にハローワークにおいて、専
門相談員による職業相談や、個々の外国人の特性
に応じた求人開拓のほか、外国人を支援するNPO
法人等との連携強化により、早期再就職支援及び
安定的な就労の確保に向けた支援を実施します。

　
（２） ウクライナ避難民への就労支援の実施
　ハローワークの相談窓口を日本語・英語・ウク
ライナ語で周知するほか、東京外国人雇用サービ
スセンターにウクライナ語の通訳を配置し、相談
対応を実施します。また、都内のハローワークに
おいて支援申出企業等へ求人開拓を行うほか、就
労支援セミナーや企業向けの説明会の実施など、
今後も就労を希望する避難民に向けたきめ細かな
支援を実施します。

３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

専門的・技術的分野の在留資格 技能実習
資格外活動 留学など 身分に基づく在留資格
その他

東京都における「外国人雇用状況」の届出状況の推移（過去 5年）

東京労働局職業安定部
「外国人雇用状況」の届出（各年10月末現在）

組込みシステム技術科

自動車整備工学科

Web設計科

介護サービス科

厚生労働省公的職業訓練の愛称キャッ
チフレーズ
「ハロートレーニング～急がば学べ～」
ロゴマーク
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２　 デジタル分野における新たなスキル習
得による円滑な再就職支援

　社会のＤＸ化の進展に伴い、デジタル推進人材
の育成・確保を推進するため、公的職業訓練にお
けるデジタル分野（ＩＴ・WEBデザイン）のコー
スを充実・強化して実施します。デジタル分野の
資格取得を目指すコースや企業実習を組み込んだ
訓練コース等、訓練コースの拡充について周知広
報に努め、受講につなげるとともに、訓練受講期
間中から訓練終了後までのきめ細やかな伴走型支
援による就職支援を実施します。

３　在職者等のリスキリング支援
　雇用する労働者の職業能力開発を目的として労
働者のリスキリングを行う事業主を援助するため
に、人材開発支援助成金の周知広報に努め、さら
なる活用が図られるよう事業主に対して働きかけ
を実施します。
　また、労働者が自発的にリスキリングすること
を支援する教育訓練給付についても周知広報に努
め、迅速適正な給付を実施します。

４　 キャリアアップを伴う労働移動や在籍
型出向の支援

　労働移動を円滑に進めるに当たり、より高い賃
金で新たに人材を雇用する企業へ支援を行うため
に、①特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人
材確保・育成コース）、②労働移動支援助成金（早
期雇入れ支援コース）、③中途採用等支援助成金（中
途採用拡大コース）について活用促進を図ります。
　また、在籍型出向は労働者の雇用維持に加えて
キャリアアップ・能力開発にも効果があることか
ら、産業雇用安定助成金の活用により、在籍型出
向による雇用維持に取り組む事業主や、賃金上昇
を伴う労働者のスキルアップを在籍型出向により
取り組む事業主への支援を実施するとともに、当
該助成金の活用に向けた周知広報を公益財団法人
産業雇用安定センター東京事務所等関係機関と連
携して実施します。

ＷＥＢデザイン訓練に係るリーフレット

人材開発支援助成金に係るリーフレット

労働移動支援助成金ガイドブック

未経験者
でも大丈夫

他業種
からの

転職も

託児
サービス付き
のコースも

訓練修了生の声

▶受講の申し込みはハローワークへ！

求職者支援訓練

※ 訓練コース例は裏面をご覧ください

全国ハローワーク
の所在地・連絡先

求職者支援制度のご案内

男女別受講割合
男性 30.1％
女性 69.9％

就職率 60.7％

年齢別受講割合
10～20歳代 43.6%
30～40歳代 45.5%
50～60歳代 10.9％

就職につながる

「デザイン分野の職業訓練（求職者支援訓練）」
を受講しませんか

就職活動に生かせるWEBデザインや広告制作など、さまざまな訓練コースがあります

（数字はすべて令和３年度のデザイン分野（実践コース）の実績））

広告制作・デザインのスキルをしっかり学べ、
無事、就職先も決まりました。講師の方々も親
切で、困った時にすぐに教えてもらえる環境が
しっかり整っていました。とても良い環境で勉
強ができたことに感謝しています。

広告制作・デザイン科
（訓練期間４か月）修了生

・要件を満たす場合、求職者支援制度の生活支援の給付金（月10万円）
を受けながら、訓練を受講することができます。

・訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが
求職活動をサポートします。

・受講料はテキスト代などの実費を除き無料です。

・訓練においてパソコンを使用する場合、受講者の方、お一人につき一台
パソコンをご用意しています。

・デザイン分野の民間資格等の取得を目指すひとり親の方には、
要件を満たす場合、高等職業訓練促進給付金を支給します。
詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村にご相談ください。

Web制作を企画から設計までできるようにな
り、とても有意義な時間を過ごすことができま
した。また、講義の内容が分かりやすく、実際
に就業した時のイメージができる話を聞くこと
ができました。 Webクリエーター養成科

（訓練期間５か月）修了生

Web制作からデザインソフト、動画ソフトま
で幅広く基礎を学ぶことができました。また、
給付金制度のおかげで、生活しながら学べるこ
の制度に感謝しています。

初心者からOK Webデザイナー等養成科
（訓練期間５か月）修了生

色彩やグラフィック、パソコンのスキル等を学
べただけでなく、多くの仲間と交流を深めるこ
とでコミュニケーション能力を向上させること
ができ、とても良い経験をさせてもらいました。
就職に対し前向きな気持ちになれたので、最後
まで受講して良かったです。

グラフィック・Webクリエイト科
（訓練期間６か月）修了生

WebサイトやAIアプリの制作について、訓練
開始前は、何も知らない状態でしたが、講師の
方々が親切に細かく教えてくれたので、思って
いた以上に知識、技術が身に付きました。

Webサイト・AIアプリ制作科
（訓練期間６か月）修了生

受講料無料 初心者OK 就職支援充実 就職に役立つ資格取得

LL050331開訓03
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　５　民間人材ビジネスの適正な運営の推進
　東京労働局管内の労働者派遣事業所数は、
12,386 事業所、職業紹介事業所数は 9,796 事　
業所と、全国に占める割合は約３割となっていま
す。
　法制度の周知を徹底するとともに、許可・届出
の的確かつ厳正な審査、指導監督を実施し、派遣
労働者や求職者等労働者が安心・納得して働くこ
とができる環境の整備に努めます。
　また、求職者、派遣労働者等からの申告・苦情
相談について、正確な内容の把握に努めるととと
もに、迅速かつ適切に対応します。

１　許可・届出時の制度周知と厳正審査
　職業紹介事業及び労働者派遣事業を行うために
は、許可又は届出が必要であり、適正な事業運営
が行われるよう、入口となる許可又は届出の段階
で、制度周知の徹底と厳正な審査を実施します。

２　労働者派遣事業者に対する指導監督
　同一労働同一賃金など派遣労働者の公正な待遇
の確保に向けて、事業運営が適正に行われるよう、
指導監督を実施します。
　また、いわゆる偽装請負や多重派遣を行う事業
者に対しては、行政処分、勧告、公表を含む厳正
な指導監督を実施します。

３　職業紹介事業者に対する指導監督
　求人情報等を正確かつ最新の内容に保つ措置や
労働条件の明示、求職者の個人情報の取扱いなど
が適正に行われているか確認し、確認されない場
合には是正指導を実施します。

４　求人メディアに対する指導監督
　令和４年10月１日に施行された改正職業安定法
に基づき、虚偽・誤解のない正確かつ最新の求人
等の情報提供、個人情報の取扱い、苦情に対する
適切・迅速な対応等、新しいルールによる適正な
運営が図られるよう、厳正な指導監督を実施しま
す。

東京労働局調べ（各年度末）

東京労働局調べ（令和 5年 3月末現在）

労働者派遣・職業紹介事業所数の推移

東京労働局調べ（令和 5年 3月末現在）

種別� 項目 指導監督実施事業所件数 是正指導率
労働者派遣事業（対前年同期比） 3,408 件（11.9％増） 93.2％（29.1 Ｐ増）
職業紹介事業（対前年同期比） ��578 件（9.7％減） 83.9％（27.5 Ｐ増）

職業紹介事業に係る求職者からの苦情・相談の内訳（上位５位） 労働者派遣事業に係る労働者からの苦情・相談の内訳（上位５位）

　労働条件の明示
　（職業安定法第 5条の３第 1項）

23.2%

　募集情報の的確な表示 16.4%

　個人情報の取扱い関係 7.7%

　民営職業紹介所の苦情処理 5.9%

　無許可紹介 4.6%

　派遣・請負の区分基準
　（偽装請負・二重派遣等に関すること）

14.7%

　派遣元事業主・派遣先による苦情処理 11.3%

　就業条件の明示 7.0%

　正規と非正規の不合理な待遇差の是正関係 5.2%

　労働者派遣契約の中途解除 4.6%

平成 年度 令和元年度 年度 年度 年度

労働者派遣 職業紹介



第
１
部

第
２
部

第
３
部

第
４
部

12

第３　安全で健康に働くことができるディーセント・ワークの実現

　１　労働災害防止対策の推進

　誰もが安心して働くことができる良好な労働環境（ディーセント・ワーク）の実現を目指し、安全・健康
な職場や長時間労働の抑制をはじめ、基本的な労働条件の確保を図ります。また、生産性向上等に取り組む
企業への支援などにより、最低賃金・賃金の引上げに向けた環境整備等を進めます。 

１　 第 14 次東京労働局労働災害防止計画の推進
　東京労働局では「第 14次東京労働局労働災害防止計画」に基づき、建設業や第三次産業をはじめとした
労働災害防止対策、メンタルヘルス・健康確保対策等を一層推進します。
（計画期間　2023 年度から 2027 年度までの 5年間）

　　　　　目指すべき社会の実現に向け、“Safe�Work�TOKYO”のロゴマークの下、
　　　　　　　「トップが発信！　みんなで宣言　一人一人が安全・安心」
　　　　をキャッチフレーズとして、すべての関係者が認識を共有して取組を推進します。

　　　　　【基本目標】
　　　　　　　死亡災害：2027 年までに、2022 年と比較して５％以上減少
　　　　　　　死傷災害：2027 年までに、2022 年と比較して５％以上減少
　　　　　【基本的な考え方】
　　　　　　　　　①　本社機能が集中する東京発の安全衛生対策の全国への普及拡大
　　　　　　　　　②　都市開発プロジェクトに関連した安全衛生対策
　　　　　　　　　③　�「行政が進める安全衛生対策の見える化」の推進

２　 死亡災害の撲滅を目指した労働災害防
止対策の徹底

　死亡災害の約５割を占める建設業に対して、墜
落・転落防止対策の推進を図るとともに、昨年の
死亡災害の増加を踏まえ、監督署による現場指導
の強化を図ります。
　また、陸上貨物運送事業・ビルメンテナンス業
等死亡災害が多発傾向にある業種に対して、労働
災害防止対策の指導徹底を図ります。

死亡災害発生状況（東京） 死傷災害発生状況（東京）

平成 年 平成 年 令和元年 令和 年 令和 年 令和 年
製造業 建設業 運輸業 第三次産業 その他

平成 年 平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
製造業 建設業 運輸業 第三次産業 その他

計 計 計
計計 計

計
計

計

計

計 計

※令和３．４年コロナ除く
※令和４年の数値は令和５年３月末現在の速報値

東京労働局長による建設現場パトロール
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３　 行動災害及び高年齢労働者への労働災害
防止

　小売業や介護施設を中心に増加傾向にある「転倒」
及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、職場
における労働者の作業行動を起因とする労働災害（行
動災害）の防止に向け、管内のリーディングカンパニー
等を構成員とする＋Safe 協議会の運営、企業におけ
る自主的な安全衛生活動の導入を支援する取組等によ
り、管内全体の安全衛生に対する更なる機運醸成を図
ります。
　また、死傷災害の約２割を占め、行動災害が特に多
く発生している高年齢労働者について、安心して安全
に働ける職場環境の実現に向けた「高年齢労働者の安
全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレン
ドリーガイドライン）及び中小企業による高年齢労働
者の安全・健康確保措置を支援するための補助金（エ
イジフレンドリー補助金）の周知を行います。

４　 化学物質等の対策の推進
　新たな化学物質規制の導入に向け、令和 4年 2月
及び 5月に労働安全衛生法施行令等が改正されまし
た。新たな化学物質規制は、従来の特定化学物質障害
予防規則等の特別則の対象外であった有害な化学物質
を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準
の策定、危険性・有害性情報の伝達の仕組みの整備拡
充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの
結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施
するものです。
　新たな化学物質規制の導入では、様々な対応が必要
となってくることから、改正内容等について丁寧な説
明を進め、周知徹底を行います。

５　 メンタルヘルス・熱中症対策及び両立支
援の取組

 　メンタルヘルス対策については、健康リスクが高
い状況にある労働者を見逃さないようにするため、ス
トレスチェック制度をはじめとするメンタルヘルス対
策も含めて、産業保健活動が各事業場で適切に実施さ
れるよう指導するとともに、産業保健総合支援セン
ター等の活用を促します。
　熱中症対策については、暑くなる前の早い時期から
熱中症予防対策の計画的な実施について周知を図りま
す。また、重点取組期間の７月に向けて、建設業・警
備業・陸上貨物運送事業その他の関係事業者団体にも
協力を求め、熱中症予防対策の徹底を図ります。
　病気の治療と仕事の両立支援については、「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」の周知を行います。また、「東京地域両立支援推
進チーム」の活動を通じて、両立支援に係る取組の促
進を図ります。 

＋Safe�協議会

新たな化学物質規制の導入に向けた説明会

熱中症対策に係るポスター
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　２　労働条件の確保・支援

　３　長時間労働の抑制

１　 働き方改革の推進に向けた支援
（１）労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
　時間外労働の上限規制への対応を含む労働時間
の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者に対
し、相談対応のほか、説明会の開催や個別訪問に
よる支援など、事業者等に寄り添った丁寧な支援
を実施します。また、令和５年４月から中小企業
に適用される月60時間を超える時間外労働に係る
割増賃金率の引上げについても周知を図ります。

 （２） 時間外労働の上限規制適用猶予事業・業種
への支援

令和６年４月から時間外労働が適用される医師、
自動車運転者、建設業について、働き方改革が円
滑に推進されるよう、積極的に支援します。
　医師については、東京都医療勤務環境改善支援
センターなどと連携し、医療機関への適切な支援
を行います。
　自動車運送業・建設業については、荷主等や民
間工事発注者等も含めた業界全体に対する総合対
策を実施し、人材確保の支援、長時間労働の抑制
に向けた支援を行います。

２　法定労働条件の履行確保等
　労働条件の明示、時間外・休日労働協定の締結・
届出など、事業場において基本的な労働条件の枠
組み及び管理体制を確立させ、これを定着させる
ことができるよう、労働基準関係法令の遵守の徹
底を図るとともに、重大・悪質な事案に対しては、
司法処分も含め厳正に対処します。
　また、賃金不払残業を防止するため、「労働時間
の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関
するガイドライン」を周知徹底し、監督指導時に、
労働時間管理の指導等を行います。
　企業倒産に伴い賃金の支払を受けられないまま
退職した方の救済を図るため、引き続き「未払賃
金立替払制度」を迅速かつ適正に運用します。
　加えて、技能実習生を含めた外国人労働者、自
動車運転者、障害者といった分野の労働環境を適
正なものとするため、関係機関との連携のもと労
働基準関係法令の遵守徹底を図ります。

　長時間労働の抑制及び過重労働に
よる健康障害を防止するため、各種
情報から時間外・休日労働時間数が
１か月当たり 80 時間を超えている
と考えられる事業場や長時間にわた
る過重な労働による過労死等に係る
労災請求が行われた事業場に対して、
引き続き監督指導を実施します。
　加えて、「過重労働解消キャンペー
ン」期間（11月）において、長時間
労働の削減等過重労働解消に向けた
集中的な周知・啓発等の取組を行い
ます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

● 長時間の恒常的な荷待ちは、
自動車運転者の長時間労働の要因
となります。

● 物流を支える自動車運転者の健康のためにも
長時間の荷待ちの改善に向けて
ご理解とご協力をお願いします。

● トラック運送事業者とも相談し、
ぜひ前向きに検討をお願いします。

荷荷主主・・元元請請運運送送事事業業者者のの皆皆ささままへへ

現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予さ
れていますが、令和６年４月１日以降、原則として月45時間・年360時間とな
り、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外
労働・休日労働はできなくなります。

・１年間の時間外労働は720時間以内
・１か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か月平均」
「５か月平均」「６か月平均」が全て１か月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月まで

主な変更内容は・・・
（ 協定の始期が令和６年４月１日以降のものが対象です。）

東京労働局・労働基準監督署（支署） 2022.1

★今後このような取組が進んでいくものと考えられます。
・所定労働時間の枠組みの見直し
・週休２日制の推進
・年次有給休暇の取得促進
・適正な工期の設定
・人材確保と育成 など

災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について
・月100時間未満
・２～６か月平均80時間以内

この２つの規制は令和６年４月１日
以降も適用されません。

建設会社の
「働き方｣が変わります!!

工事発注者の皆様へ

令和６年４月１日から建設会社にも
時間外労働の上限規制が適用されます

※例外規定があります。

荷主向けリーフレット

ベストプラクティス企業への職場訪問
（成友興業株式会社）

工事発注者向けリーフレット

過重労働解消相談ダイヤル
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　４　労働相談等への対応

１　 総合労働相談の実施と個別労働関係紛
争の解決促進

　都内 20か所の総合労働相談コーナーにおいて、
労働問題に関するあらゆる相談に対応します。
　相談の過程で、労働基準法違反の申告があった
場合には監督指導を実施し、民事上の個別労働紛
争について相談者の申出があった場合には、「労働
局長による助言・指導」や「紛争調整委員会によ
るあっせん」を実施して労働紛争の解決を促しま
す。

２　 総合的ハラスメント対策の推進
　職場におけるパワーハラスメント、セクシュア
ルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関
するハラスメント防止措置について、法違反が疑
われる事業主に対し、是正指導を行い、職場にお
けるハラスメント防止措置義務の着実な履行確保
を図ります。
　また、就職活動中の学生等に関するハラスメン
トについては、事業主に対して、ハラスメント防
止指針に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図り、
自主的な取組を促し、学生からの相談等により問
題を把握した場合には、事業主に対して適切な対
応を求めます。
　さらに、LGBT等の性的マイノリティの当事者
を含めた多様な人材が活躍できる職場環境を整え
るため、企業の取組事例等を周知し、誰もが働き
やすい職場環境の整備に努めます。

３　 外国人労働者の労働条件等の相談・支
援体制の整備

　 「外国人労働者相談コーナー」の周知を図ると
ともに、英語・中国語をはじめ 11言語での労働相
談に的確に対応します。
　さらに、「外国人在留支援センター（FRESC）」
内に設置した「外国人特別相談・支援室」において、
外国人労働者を雇用する事業主に対し、労務管理
や労働安全衛生管理に関する相談対応や、個別訪
問等による支援を行います。

※�１件の処理で複数項目の処理を行うことがあるため、受理件数と処理件数の合計
は一致しない。
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　５　最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

　最低賃金・業務改善助成金周知強化期間を設け
る等、最低賃金額の効果的かつ積極的な周知広報
を行うとともに、最低賃金の履行確保上問題があ
ると考えられる業種等を重点とした監督指導等を
行い、最低賃金の履行確保を図ります。併せて、
業務改善助成金をはじめとした中小企業・小規模
事業者への支援策の周知・利用促進に努めます。
　監督署において、企業が賃金引上げを検討する
際の参考となる地域の賃金や企業の好取組事例、
業務改善助成金をはじめとした中小企業・小規模
事業者への支援策等が分かる資料を提供し、企業
の賃上げへの支援等を行います。
　また、中小企業等が賃上げの原資を確保できる
よう、「パートナーシップによる価値創造のための
転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、監督指導
において「買いたたき」等が疑われる場合は、関
係機関と連携を図りつつ、最低賃金・賃金支払の
徹底と賃金引上げに向けた環境整備等の取組を行
います。

時間額(円) 効力発生日

東京都（地域別）最低賃金 １，０７２
令和４年
10月１日

～ 東 京 で 働 く 全 て の 労 働 者 に 東 京 都 最 低 賃 金 が 適 用 さ れ ま す ～

○最低賃金に関するお問い合わせは
東京労働局賃金課最低賃金係（☎03-3512-1614)
または 最寄りの労働基準監督署へ

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。

事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資や労働能率増進のため
の教育訓練（資格取得等）等を行う場合は、「業務改善助成金」をご利用ください。詳しくは、
「業務改善助成金コールセンター」 【☎ 0120-366-440 】
「東京働き方改革推進支援センター」【☎ 0120-232-865 】までお尋ねください。

時 間 額

ド ー ナ ツ

１１００７７２２円円 ドドーーナナツツとと覚覚ええててねね！！
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第４　労働保険制度の適正な運営

　１　労働保険の適用徴収

　２　雇用保険の運営

１　労働保険料の適正な申告・納付の促進
　労働保険相談窓口等における周知、労働保険年
度更新の円滑な運営、効果的な労働保険料算定基
礎調査の実施等により、適正な申告・納付を促進
します。
　なお、令和５年度より、暫定的に引き下げられ
ていた雇用保険料率が原則に引き上げられるため、
事業主や関係団体等へ積極的に周知を行います。
　また、中小事業主の代わりに労働保険の加入手
続等を行う労働保険事務組合に対しては、制度の
適正な運営がなされるよう監査指導や研修を実施
します。

２　労働保険の未手続事業一掃対策の推進　　
　労働保険制度の健全な運営と、すべての労働者
が安心して働くための環境づくりのために、他の
行政機関との連携、集中的な広報活動等により、
労働保険の未手続事業の一掃に取り組みます。

１　雇用保険受給者の早期再就職の支援
　雇用保険受給者については、失業手当の適正な
支給を図りつつ、雇用保険給付部門と職業相談部
門が密接に連携し、効果的なマッチング支援や再
就職手当の活用等により、早期の再就職を促進し
ます。

２　 雇用調整助成金の適正支給と不正受給
対策

　雇用調整助成金による雇用維持の取組への支援
を着実に実施するほか、不正が疑われる事業主へ
の積極的な調査の実施、不正受給をした事業所名
等の公表、警察関係者との連携を強化し、悪質な
場合は刑事告発を行うなど、引き続き不正受給対
応を厳格に行います。

　労働保険制度は労働者のセーフティーネットであり、各種施策を推進する財政基盤となることから、労働
保険料の適正徴収に努め、雇用保険・労災保険の適正な運営を図ります。
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　３　労災保険の運営
１　迅速かつ適正な労災保険の給付
　労働災害による被災労働者やその遺族からの療
養や休業等の労災請求について、迅速・適正な処
理を行います。
　また、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾患
をはじめとする業務上疾病に係る労災請求につい
て、認定基準等に基づいた的確な処理を一層推進
します。

 

２　特別加入制度の適正な運用
　特別加入制度の対象となる業種は、法令でその
範囲が具体的に規定されていますが、近年の働き
方の多様化に伴い、令和３年度以降、新たに芸能
関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、
柔道整復師、創業支援等措置に基づき事業を行う
方、自転車を使用して貨物運送事業を行う方、IT
フリーランス、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、歯科技工士が追加されたところであり、
特別加入制度の積極的な周知及び適正な運用を図
ります。脳・心臓疾患、精神障害請求・認定件数（東京）

石綿関連疾患請求・認定件数（東京）※ただし石綿肺は除く

※令和４年度の数値は令和５年３月末現在の速報値
東京労働局調べ

特別加入制度に関するパンフレット
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総 務 課 庶務、人事、研修、福利厚生、情報公開

予算、決算、給与、工事・物品契約

労働保険料の徴収

企画、広報、各種助成金

労働条件確保、監督指導、司法警察事務

産業安全、労働災害防止

健康確保、職業性疾病の予防、治療と仕事の両立

最低賃金及び家内労働制度の運営

労働者災害補償、社会復帰促進等事業

職業紹介・指導、若年者雇用対策

高年齢者・障害者等の雇用対策、各種助成金

雇用保険事業

求職者支援制度、公共職業訓練、ジョブ・カード

職業紹介事業、労働者派遣事業に関する許可・各種届出

職業紹介事業所及び労働者派遣事業所等に関する指導監督・相談

労働保険の成立・消滅、労働保険料の決定
労働保険事務組合の認可・指導、労働保険料の徴収

働き方改革、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立、
短時間・有期雇用労働者の処遇改善、ハラスメント
対策、個別労働紛争解決制度等

会 計 課

徴 収 課

適用・事務組合課

企 画 課

指 導 課

監 督 課

安 全 課

健 康 課

賃 金 課

労 災 補 償 課

職 業 安 定 課

職 業 対 策 課

雇 用 保 険 課

訓 練 課

需給調整事業第一課

需給調整事業第二課

労 働 基 準 監 督 署

ハローワーク
（公共職業安定所）

総 務 部

労働保険徴収部

雇用環境・均等部

労 働 基 準 部

東 

京 

労 

働 

局

厚 

生 

労 

働 

省

職 業 安 定 部

需給調整事業部

都内18か所に労働基準監督署（支署）が設置されてお
り、労働基準行政の第一線機関として、労働基準法を始
め所管する法律に基づき、労働条件の確保・改善の指
導、安全衛生の指導、労災保険の給付等の業務を一体的
に実施しています。

都内17か所にハローワーク（公共職業安定所）が設置
されており、地域に密着した総合的雇用サービス機関と
して、全ての人々がその能力を最大限に発揮して働ける
ようにすること及び企業の労働力需要を満たし、産業・
経済の発展に寄与することを目的として、職業紹介・雇
用対策・雇用保険業務を一体的に実施しています。

　東京労働局の組織と業務

第 3部　労働局の組織と業務
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労働基準監督署一覧　� 令和5年4月現在
署名 所在地 Tel Fax 管轄区域

中央
〒 112-8573
文京区後楽 1-9-20
飯田橋合同庁舎 6・7階

方面　03(5803)7381
安衛　03(5803)7382
労災　03(5803)7383
総合労働相談コーナー�03(6866)0008

03(3818)8411
千代田区・中央区・文京区・大島町・八丈町・利島村・新島村・
神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村
※�小笠原村は、小笠原総合事務所 (父島字東町 152)
Tel.�04998-2-2102���Fax.�04998-2-3357

上野
〒 110-0008
台東区池之端 1-2-22
上野合同庁舎 7階

方面　03(6872)1230
安衛　03(6872)1315
労災　03(6872)1316
総合労働相談コーナー�03(6872)1144

03(3828)6716 台東区

三田
〒 108-0014
港区芝 5-35-2
安全衛生総合会館 3階

方面　03(3452)5473
安衛　03(3452)5474
労災　03(3452)5472
総合労働相談コーナー�03(6858)0769

03(3452)3072 港区

品川 〒 141-0021
品川区上大崎 3-13-26

方面　03(3443)5742
安衛　03(3443)5743
労災　03(3443)5744
総合労働相談コーナー�03(6681)1521

03(3443)6856 品川区・目黒区

大田
〒 144-8606
大田区蒲田 5-40-3
TT 蒲田駅前ビル 8・9階

方面　03(3732)0174
安衛　03(3732)0175
労災　03(3732)0173
総合労働相談コーナー�03(6842)2143

03(3730)9575 大田区

渋谷
〒 150-0041
渋谷区神南 1-3-5
渋谷神南合同庁舎 5・6階

方面　03(3780)6527
安衛　03(3780)6535
労災　03(3780)6507
総合労働相談コーナー�03(6849)1167

03(3780)6595 渋谷区・世田谷区

新宿
〒 169-0073
新宿区百人町 4-4-1
新宿労働総合庁舎 4・5階

方面　03(3361)3949
安衛　03(3361)3974
労災　03(3361)4402
総合労働相談コーナー�03(6863)4460

03(3361)6200 新宿区・中野区・杉並区

池袋
〒 171-8502
豊島区池袋 4-30-20
豊島地方合同庁舎 1階

方面　03(3971)1257
安衛　03(3971)1258
労災　03(3971)1259
総合労働相談コーナー�03(6871)6537

03(3590)6532 豊島区・板橋区・練馬区

王子 〒 115-0045
北区赤羽 2-8-5

方面　03(6679)0183
安衛　03(6679)0186
労災　03(6679)0226
総合労働相談コーナー�03(6679)0133

03(3901)3612 北区

足立
〒 120-0026
足立区千住旭町 4-21
足立地方合同庁舎 4階

方面　03(3882)1188
安衛　03(3882)1190
労災　03(3882)1189
総合労働相談コーナー�03(6684)4573

03(3879)0731 足立区・荒川区

向島 〒 131-0032
墨田区東向島 4-33-13

方面　03(5630)1031
安衛　03(5630)1032
労災　03(5630)1033
総合労働相談コーナー�03(5630)1043

03(5247)4435 墨田区・葛飾区

亀戸
〒 136-8513
江東区亀戸 2-19-1
カメリアプラザ 8階

方面　03(3637)8130
安衛　03(3637)8131
労災　03(3637)8132
総合労働相談コーナー�03(6849)4503

03(3685)5218 江東区

江戸川 〒 134-0091
江戸川区船堀 2-4-11

方面　03(6681)8212
安衛　03(6681)8213
労災　03(6681)8232
総合労働相談コーナー�03(6681)8125

03(5667)1531 江戸川区

八王子
〒 192-0046
八王子市明神町 4-21-2
八王子地方合同庁舎 3階

方面　042(680)8752
安衛　042(680)8785
労災　042(680)8923
総合労働相談コーナー�042(680)8081

042(646)1524 八王子市・日野市・多摩市・稲城市

立川
〒 190-8516
立川市緑町 4-2
立川地方合同庁舎 3階

方面　042(523)4472
安衛　042(523)4473
労災　042(523)4474
総合労働相談コーナー�042(846)4821

042(522)0565 立川市・昭島市・府中市・小金井市・東村山市・小平市・国分寺市・
国立市・東大和市・武蔵村山市

青梅 〒 198-0042
青梅市東青梅 2-6-2

監督　0428(28)0058
安衛　0428(28)0331
労災　0428(28)0392
総合労働相談コーナー�0428(28)0854

0428(23)4330 青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡

三鷹
〒 180-8518
武蔵野市御殿山 1-1-3
クリスタルパークビル 3階

方面　0422(67)0651
安衛　0422(67)1502
労災　0422(67)3422
総合労働相談コーナー�0422(67)6340

0422(46)1214 武蔵野市・三鷹市・調布市・西東京市・狛江市・清瀬市・東久
留米市

町* 田
〒 194-0022
町田市森野 2-28-14
町田地方合同庁舎 2階

監督　042(718)8610
安衛　042(718)9134
労災　042(718)8592
総合労働相談コーナー�042(718)8342

042(724)0071 町田市

* 町田は八王子署の支署です。※各監督署の地図は東京労働局ホームページからご覧いただけます。〔https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/〕

総合労働相談コーナー　 
有楽町総合労働相談コーナー

〒 100-0006 千代田区有楽町 2-10-1 東
京交通会館 3階

Tel.��03(5288)8500
Fax.�03(5288)8501

●�解雇、雇止め、労働条件、募集、採用、いじめ・嫌がらせ等
を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相
談員が面談あるいは電話で受け付けます。
●�労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会によるあっせん
制度等により、問題の早期解決を支援します。

東京労働局総合労働相談コーナー
〒 102-8305
千代田区九段南 1-2-1
九段第３合同庁舎 14階

Tel.��03(3512)1608
Fax.�03(3512)1553

※�総合労働相談はフリーダイヤル〔0120-601-556〕でもご利用可能です。（都内の一般電話から通話できます。）通話は有楽町総合労働相談コーナーにつ
ながります。

第 4部　労働基準監督署・ハローワークのご案内
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ハローワーク（公共職業安定所）一覧　�
所名 所在地 Tel(代)・Fax 管轄区域

　飯田橋
〒112-8577
文京区後楽1-9-20
飯田橋合同庁舎

Tel.����03(3812)8609
Fax.�03(5684)8193

千代田区・中央区・文京区・大島町・八丈町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・青ヶ島村
※�小笠原村は、小笠原総合事務所(父島字東町152)
Tel.�04998-2-2102��Fax.�04998-2-3357

ハローワーク
飯田橋
Ｕ-35

〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター３階

Tel.����03(5212)8609
Fax.�03(5211)2403 ●35歳未満の若年求職者の就職に関する職業相談、紹介、求人情報提供

ハローワーク
飯田橋
シニアコーナー

〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター１階

Tel.����03(5211)2360
Fax.�03(5211)2364 ●55歳以上の高年齢者専用の職業相談と紹介

　上野 〒110-8609
台東区東上野4-1-2

Tel.����03(3847)8609
Fax.�03(3845)3410 台東区

　品川 〒108-0014
港区芝5-35-3

Tel.����03(5419)8609
Fax.�03(3455)2432 港区・品川区

品川区就業センター
〒141-0033
品川区西品川1-28-3
品川区中小企業センター1階

Tel.����03(5498)6353
Fax.�03(5498)6354 　

　大森 〒143-8588
大田区大森北4-16-7

Tel.����03(5493)8609
Fax.�03(3762)5050 大田区

蒲田ワークプラザ
〒144-0052
大田区蒲田5-15-8
蒲田月村ビル4階

Tel.����03(5711)8609
Fax.�03(5711)8617 　

　渋谷
〒150-0041
渋谷区神南1-3-5
渋谷神南合同庁舎

Tel.����03(3476)8609
Fax.�03(5458)2756 渋谷区・世田谷区・目黒区

マザーズ
ハローワーク東京

〒150-0002
渋谷区渋谷1-13-7
ヒューリック渋谷ビル3階

Tel.����03(3409)8609
Fax.�03(5468)0250 ●仕事と子育ての両立をめざす方等の就職支援等

東京わかもの
ハローワーク

〒150-0002
渋谷区渋谷2-15-1
渋谷クロスタワー8階

Tel.����03(3409)0328
Fax.�03(3409)0399 ●正規雇用をめざす若年求職者の就職に関する職業相談、紹介、求人情報提供

ワークサポート
せたがや

〒154-0004
世田谷区太子堂2-16-7
世田谷産業プラザ2階
三茶おしごとカフェ内
（三軒茶屋就労支援センター内）

Tel.����03(3413)8609
Fax.�03(3411)6690 （世田谷区ふるさとハローワーク）

ワークサポート
めぐろ

〒153-8573
目黒区上目黒2-19-15
目黒区役所総合庁舎1階

Tel.����03(5722)9326
Fax.�03(5773)8156 （目黒区ふるさとハローワーク）

　新宿

歌舞伎町庁舎 〒160-8489
新宿区歌舞伎町2-42-10

Tel.����03(3200)8609
Fax.�03(3232)0031 新宿区・中野区・杉並区

西新宿庁舎
〒163-1523
新宿区西新宿1-6-1
新宿エルタワービル23階

雇用保険給付課　　　　　　　　
Tel.����03(5325)9580
Fax.�03(3340)9025

職業相談
Tel.��03(5325)9593
Fax.�03(3345)6059

東京新卒応援
ハローワーク

〒163-0721
新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル21階

Tel.����03(5339)8609
Fax.�03(5339)8651

●�大学(院)・短大・高専・専修学校等を卒業される方及び概ね卒業後3年以内の既卒者の就
職支援

東京外国人雇用
サービスセンター

〒160-0004
新宿区四谷1-6-1
コモレ四谷�四谷タワー13階

Tel.����03(5361)8722
Fax.�03(3358)6564 ●外国人留学生、専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人の就職支援

新宿外国人雇用支援・
指導センター

〒160-8489
新宿区歌舞伎町2-42-10
ハローワーク新宿1階

Tel.����03(3204)8609
Fax.�03(3204)8619

●�日本人の配偶者等、定住者などの就労に制限のない在留資格の方・アルバイトを希望す
る外国人留学生等の就労支援

新宿わかもの
ハローワーク

〒160-0023
新宿区西新宿1-7-1
松岡セントラルビル9階

Tel.����03(5909)8609
Fax.�03(5321)8609 ●正規雇用をめざす若年求職者の就職に関する職業相談、紹介、求人情報提供

杉並区就労支援　　　　　　
センター

〒167-0032
杉並区天沼３-1９-1６
ウェルファーム杉並１階

Tel.����03(3398)8619
Fax.�03(3398)3581 　

　池袋

本庁舎 〒170-8409
豊島区東池袋3-5-13

Tel.����03(3987)8609
Fax.�03(3982)5726 豊島区・板橋区・練馬区

サンシャイン庁舎
〒170-6003
豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60�3階

雇用保険給付課　　　　　　　　
Tel.����03(5958)8609
Fax.�03(3987)5365

職業相談
Tel.��03(5911)8609
Fax.�03(3987)8622

ハローワーク
プラザ成増

〒175-0094
板橋区成増3-13-1
アリエス2階

Tel.����03(5968)8609
Fax.�03(5968)8606 　

ワークサポート
ねりま

〒177-0041
練馬区石神井町2-14-1
石神井公園ピアレスＡ棟2階
石神井公園区民交流センター内

Tel.����03(3904)8609
Fax.�03(3997)1009 （練馬区ふるさとハローワーク）

　王子 〒114-0002
北区王子6-1-17

Tel.����03(5390)8609
Fax.�03(5390)0175 北区

赤羽
しごとコーナー

〒115-0045
北区赤羽1-1-38
赤羽区民事務所内

Tel.����03(3908)0161
Fax.�03(5993)0080 （北区ふるさとハローワーク）

　足立
〒120-8530
足立区千住1-4-1
東京芸術センター6～8階

Tel.����03(3870)8609
Fax.�03(3870)2052 足立区・荒川区

あだち
ワークセンター

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所北館2階

Tel.����03(3880)0957
Fax.�03(5845)2871 　

JOBコーナー
町屋

〒116-0002
荒川区荒川7-50-9
センターまちや3階��ムーブ町屋内

Tel.����03(3819)7771
Fax.�03(3819)7766 （荒川区ふるさとハローワーク）

マザーズ
ハローワーク日暮里

〒116-0013
荒川区西日暮里2-29-3
日清ビル5階

Tel.����03(5850)8611
Fax.�03(3805)7081 ●仕事と子育ての両立をめざす方等の就職支援等

日暮里わかもの
ハローワーク

〒116-0013荒川区西日暮里
2-29-3日清ビル7階

Tel.����03(5850)8609
Fax.�03(3805)7080 ●�正規雇用をめざす若年求職者の就職に関する職業相談、紹介、求人情報提供
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令和５年４月現在

所名 所在地 Tel(代)・Fax 管轄区域

　墨田 〒130-8609
墨田区江東橋2-19-12

Tel.����03(5669)8609
Fax.�03(5600)6276 墨田区・葛飾区

かつしか
ワークプラザ

〒124-0003
葛飾区お花茶屋1-19-18
ダイアパレスステーショ
ンプラザお花茶屋2階

Tel.����03(3604)8609
Fax.�03(3604)8622 　

　木場 〒135-8609
江東区木場2-13-19

Tel.����03(3643)8609
Fax.�03(5245)5080 江東区・江戸川区

船堀
ワークプラザ

〒134-0091
江戸川区船堀3-7-17
第5トヨダビル6階

Tel.����03(5659)8609
Fax.�03(5659)8614 　

ほっとワーク
えどがわ

〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
江戸川区役所東棟1階

Tel.����03(5662)0359
Fax.�03(5661)2505 　

　八王子 〒192-0904
八王子市子安町1-13-1

Tel.����042(648)8609
Fax.�042(648)8613 八王子市・日野市

八王子
しごと情報館

〒192-0083
八王子市旭町10-2
八王子TCビル3階

Tel.����042(656)4788
Fax.�042(656)3957 　

八王子新卒応援
ハローワーク

〒192-0083
八王子市旭町10-2
八王子TCビル6階

Tel.����042(631)9505
Fax.�042(680)8515

●�大学(院)・短大・高専・専修学校等を卒業される方及び概ね卒業後3年以内の既卒者の就
職支援

ナイスワーク高幡
〒191-0031
日野市高幡1011番地
日野市立福祉支援セン
ター2階

Tel.����042(593)5991
Fax.�042(593)5995 （日野市ふるさとハローワーク）

　立川
〒190-8609
立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎1～3階

Tel.����042(525)8609
Fax.�042(524)3013 立川市・国立市・小金井市・昭島市・小平市・東村山市・国分寺市・東大和市・武蔵村山市

ワークプラザ立川南
〒190-0023
立川市柴崎町3-9-2
立川駅南口東京都・立川市
合同施設4階

Tel.����042(523)1509
Fax.�042(525)8699 　

マザーズ
ハローワーク立川

〒190-0023
立川市柴崎町3-9-2
立川駅南口東京都・立川市
合同施設4階

Tel.����042(529)7465
Fax.�042(524)1088 ●仕事と子育ての両立をめざす方等の就職支援等

東大和
就職情報室

〒207-8585
東大和市中央3-930
東大和市役所5階

Tel.����042(563)2111
��������内線1194
Fax.�042(590)0115

（東大和市ふるさとハローワーク）

こだいら
就職情報室

〒187-0043
小平市学園東町1-19-13
小平市福祉会館3階

Tel.����042(344)1215
Fax.�042(346)2260 （小平市ふるさとハローワーク）

あきしま
就職情報室

〒196-0015
昭島市昭和町3-10-2
昭島市勤労商工市民
センター1階

Tel.����042(544)8617
Fax.�042(544)8618 （昭島市ふるさとハローワーク）

東村山
就職情報室

〒189-8501
東村山市本町1-1-1
東村山市民センター1階

Tel.����042(306)4080
Fax.�042(306)4081 （東村山市ふるさとハローワーク）

　青梅
本庁舎 〒198-0042

青梅市東青梅3-12-16
Tel.����0428(24)8609
Fax.�0428(24)5528 青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡

分庁舎
〒198-0042
青梅市東青梅3-20-7
山崎ビル

　
あきる野
ハローワーク
求人情報コーナー

〒197-0814
あきる野市二宮350
あきる野市役所別館3階

Tel.����042(550)0458
Fax.�042(550)0451 （あきる野市ふるさとハローワーク）

　
瑞穂
ハローワーク
求人情報コーナー

〒190-1221
西多摩郡瑞穂町大字箱
根ヶ崎
2335番地
瑞穂町役場庁舎３階

Tel.����042(568)5141
Fax.�042(556)8679 （瑞穂町ふるさとハローワーク）

　三鷹

本庁舎 〒181-8517
三鷹市下連雀4-15-18

Tel.����0422(47)8609
Fax.�0422(49)0601 三鷹市・武蔵野市・西東京市・東久留米市・清瀬市

分庁舎
〒181-0013
三鷹市下連雀4-15-31
KDXレジデンス三鷹
1階・2階

東久留米
ワークコーナー

〒203-8555
東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所2階

Tel.����042(470)7777
��������内線3221
Fax.�042(472)9110

（東久留米市ふるさとハローワーク）

西東京
就職情報コーナー

〒188-8666
西東京市南町5-6-13
西東京市役所田無庁舎
2階

Tel.����042(464)1860
Fax.�042(451)6520 （西東京市ふるさとハローワーク）

清瀬・ハローワーク
就職情報室

〒204-0021
清瀬市元町1-4-5
クレアビル4階

Tel.����042(494)8609
Fax.�042(494)8614 （清瀬市ふるさとハローワーク）

　町田
本庁舎

〒194-0022
町田市森野2-28-14
町田合同庁舎1階

Tel.����042(732)8609
Fax.�042(862)0090

町田市

森野ビル庁舎
〒194-0022
町田市森野1-23-19
小田急町田森野ビル2階

Tel.����042(732)8609
Fax.�042(739)2581

　府中 〒183-0045
府中市美好町1-3-1

Tel.����042(336)8609
Fax.�042(362)0330 府中市・稲城市・多摩市・調布市・狛江市

調布国領
しごと情報広場

〒182-0022
調布市国領町2-5-15
コクティー2階

Tel.����042(480)8103
Fax.�042(480)8143

永山
ワークプラザ

〒206-0025
多摩市永山1-5
ベルブ永山4階

Tel.����042(375)0951
Fax.�042(337)8928 （多摩市ふるさとハローワーク）

※各ハローワークの地図は東京労働局ホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/）からご覧いただけます。



　東京労働局 〔九段第３合同庁舎〕　千代田区九段南 1-2-1　12 〜 14 階

東京労働局　所在地案内

14 階
総務部

雇用環境・均等部

総務課

会計課

03-3512-1600

03-3512-1602

03-3512-1627

03-3512-1628

03-3512-1629

03-3512-1653

03-3512-1664

03-3512-1670

03-6684-1700

03-5337-7411

03-6867-0212

03-6893-1100

03-6867-0211

 

03-3512-1611

03-3512-1608

03-3512-1612

03-3816-2135

03-3512-1615

03-3512-1616

03-3512-1614

03-3512-1617

03-3512-1622

03-3512-1620

03-5812-8391

03-3452-1472

 03-3452-1474

企画課（企画担当）

指導課（働き方改革）

監督課

　外国人労働者相談コーナー　

安全課

健康課

賃金課

労災補償課

　労災補償総合案内

　第三者行為

　社会復帰促進等事業 

　診療費関係（分室）

需給調整事業第一課
（職業紹介事業、労働者派遣事業に関する許可・各種届出）

需給調整事業第二課 
（労働者派遣事業所及び職業紹介事業所に関する指導監督・相談）

　　 　（助成金担当）

　　 　（女性の活躍推進、仕事と家庭の両立、短時間・有期労働者の処遇改善）

　　 　

　　 　（総合労働相談コーナー）

《各課ダイヤルイン》 13 階 《各課ダイヤルイン》

《各課ダイヤルイン》

12 階 《各課ダイヤルイン》

：〒102-8305

労働保険徴収部
徴収課

適用・事務組合課

適用・事務組合課 事務組合室

職業安定課

職業対策課

雇用保険課 

訓練課  

〔新宿区百人町 4-4-1 新宿労働総合庁舎 1～3階〕

※各種助成金に関するお問い合せはハローワーク助成金事務センター

：〒102-8307

職業安定部：〒102-8305

：〒102-8305

労働基準部

需給調整事業部

：〒102-8306

東京労働局 九段第３合同庁舎

東京労働局海岸庁舎

　東京労働局 〔海岸庁舎〕　〒108-8432　港区海岸 3-9-45

■田町駅（JR）東口より徒歩 12分
■芝浦ふ頭駅（ゆりかもめ）西口より徒歩 7分
□海岸通り停留所（都営バス）より徒歩 0分
　【乗車停留所】田町駅東口
　　（系統：田 99）／品川駅港南口行）
□海岸通り裏停留所（都営バス）より徒歩 3分
　【乗車停留所】品川駅港南口
　　（系統：田 99／田町駅東口行）

竹橋駅
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九段坂病院
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交番

りそな銀行

６番出口

至神保町

九段第３合同庁舎
東京労働局

１２階～１４階

九段郵便局靖
国
通
り

至飯田橋

九段下駅

九
段
下
駅

東京堂
千代田ビル

日本武道館

千代田会館

↑
至
新
橋

ゆ
り
か
も
め（
新
交
通
）芝浦
ふ
頭
駅東
口

至
台
場
↓

西
口

三田口

東口←至品川

←至札の辻

至浜松町→●東口交番

　ドトール
●コーヒー

浦島橋

潮路橋

汐彩橋渚橋 ●

ピーコック

●
トミンハイム

●
埠頭公園

GS●

●
レインボー
タワー

海
岸
通
り

東京労働局
海岸庁舎

海岸通り海岸通り

海岸通り裏

JR田町駅

■九段下駅（東京メトロ東西線、
　半蔵門線、都営新宿線）
　６番出口徒歩５分

■竹橋駅（東京メトロ東西線）
　１ｂ出口徒歩８分


